
【資料３】



特定健診・がん検診等の保健事業の場における禁煙支援
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•

•

•

•

※製品としては、「たばこ事業法」にて「たばこ」と平仮名表記であり、国民健康・栄養調査等でも
同表記となっていますが、当事業では「タバコ」とカタカナ表記を行っています。
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※乳幼児健診を個別にて実施している市町村が少ないため（10未満）、グラフには掲載なし 4
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国保の特定健診(集団)での喫煙者への禁煙
支援を実施している市町村の割合の推移
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